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『現場配置技術者の３ヶ月以上の雇用確認について』 

の一部変更についてのお知らせ 
 

 

三重県が発注する建設工事において配置を要する専任の監理技術者・主任
技術者の恒常的な雇用（３ヶ月以上）の確認について、下記のとおり変更し
ます。 
 

（１）「現場配置技術者の３ヶ月以上の雇用確認について」（平成 19 年 5 月 11 日付け県土

第 03-39 号）のうち対象工事について 

 

【改正点】 

建設業法施行令の一部を改正する政令（平成２８年政令第１９２号）が平成２８

年６月１日より施行されることに伴い、専任の監理技術者・主任技術者の恒常的な

雇用（３ヶ月以上）の確認の対象となる工事の金額要件を変更します。 

 

変更後 

 

対象工事について 

 

三重県が発注する契約金額３，５００万円以上の工事（建築一式は７，０００

万円以上） 

 

現 行 

 

対象工事について 

 

三重県が発注する請負価格２，５００万円以上の工事（建築一式は５，０００

万円以上） 

 

 

（２）適用時期 

平成２８年６月１日以降、契約締結する案件（事前に配置技術者氏名の提出を求め

る場合は予定を含む。）から適用します。 


